
 

 

 

 

 

 

 

建築局が所管する外郭団体の第３期協約の最終評価等について 

 

 

 本市では、平成16年度から、「特定協約団体」と位置付けた外郭団体が、一定期間における主

要な経営目標を本市との「協約」として掲げ、協約期間終了時に達成状況の振り返りと次期協約

への反映等を行う「特定協約団体マネジメントサイクル」を導入しています。 

 この度、第３期協約期間が終了したことから、協約の取組状況について、外部の専門家として

監査法人による評価を実施しました。また、あわせて協約策定の前提となっている「団体ごとの

経営改革に関する方針」についても、第３期協約期間における取組状況を確認し、今後の課題等

を整理しましたので、その結果を御報告します。 

 今後は、評価結果等を踏まえて、外部の視点を取り入れながら「特定協約団体マネジメントサ

イクル」の仕組みの改善に取り組み、新たな経営に関する方針及び協約を速やかに策定してまい

ります。 

 

１ 対象団体  

横浜市住宅供給公社 

公益財団法人 横浜市建築保全公社 

 

２ 第３期協約の最終評価  

(1)  最終評価の方法 

   協約事項ごとの「評価指標」に基づき、達成状況の「個別評価」を行います。 

   その上で、すべての協約事項の評価を総合して、団体ごとの「総合評価」としています。 

 

  ア 協約事項の個別評価 

評価結果 評 価 基 準 

Ｓ 指標や取組が目標を大きく上回っている（目標数値の110％以上達成） 

Ａ 指標や取組が目標を達成している（目標数値の100％以上～110％未満） 

Ｂ 指標や取組が目標を下回っている（目標数値の90％以上～100％未満） 

Ｃ 指標や取組が目標を大きく下回っている（目標数値の90％未満） 

   

イ 総合評価 

評価結果 評 価 基 準 

優良 全協約事項がＡ評価以上 

良好 協約事項の評価でＢが２つ以下かつそれ以外がＡ以上 

要改善 協約事項の評価でＢが３つ以上またはＣが１つ以上 
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(2) 最終評価結果の概要 

ア 横浜市住宅供給公社 

   

 

 

イ 公益財団法人 横浜市建築保全公社 

総合評価 協約事項１ 協約事項２ 協約事項３ 協約事項４ 協約事項５ 

良好 S A B A A 

 

３ 「団体ごとの経営改革に関する方針」に係る今後の課題等の整理  

協約策定の前提となっている「団体ごとの経営改革に関する方針」について、第３期協約期 

間における取組状況の確認や今後の課題の整理等を、建築局及び監査法人にて実施しました。 

 

(1)  横浜市住宅供給公社 

ア 建築局が考える今後の課題 

  喫緊の課題になっている高経年化マンションや居住者の高齢化への対応として、団地等 

の再生や建替え支援などの事業を充実させていく必要がある。これまで培ってきた公社の 

人材やノウハウを活用し、今まで以上に安全・安心な市民の住まい・まちづくりの実現に 

向けて、コーディネート機能を発揮することが期待されます。 
 

イ 監査法人のコメント 

    団体の役割については、出前講座の開催によりモデル事業の周知定着を図り、また利用 

     者アンケート調査では満足度100%を達成している。また、公社既分譲団地において個別相 

談会を開催するなど、団地の再生支援にも取り組んでいる。さらに、検討会の開催など他 

の指定管理業者との連携によるサービス向上にも取り組んでいる。財務改善については、 

目標を大きく上回る水準で黒字を達成した。人事組織については、24年度に事務分担に関 

する要綱を作成し目標を達成済みであり、25年度は長期的な人員計画の作成も実施してい 

る。 

  団体の役割、財務改善、人事組織についていずれも順調に推移していますが、高経年化 

マンションや居住者の高齢化への対応等、より公益性の高い事業への取り組みを一層進め 

ていただきたい。 

 

(2)  公益財団法人 横浜市建築保全公社 

ア 建築局が考える今後の課題 

修繕業務の受託料が団体の主要財源となっていることから、安定的な業務量の確保が、 

中長期的な団体運営を考える上での課題となっています。 

 また、増大する工事の設計業務や入札業務において、効率化・適正化を一層推進するた 

め、市に準じた業務支援システムの導入についても検討を行う必要があります。 
 

イ 監査法人のコメント 

    団体の役割については、研修会の開催や参加者満足度の向上、高い顧客満足度の維持、 

点検データの蓄積等に努めている。なお、25年度以降小破修繕に関するアドバイスが所管 

局に移行した。財務改善については、事務管理経費の削減がなされており、22年度を下回 

る水準で推移している。人事組織については、組織体制の見直しについても、企画調整担 

当係長の配置を23年度に行う等、目標の達成を継続している。 

  団体の役割、財務改善、人事組織についていずれも順調に推移しており、受注業務量が 

年々増加する中で、業務効率化による経費節減にも引き続き取り組んでいただきたい。 

 

４ 添付資料  

 ・各団体の「第３期協約最終評価」 

 ・各団体の「団体ごとの経営改革に関する方針に係る今後の課題等の整理」 

総合評価 協約事項１ 協約事項２ 協約事項３ 協約事項４ 協約事項５ 

優良 A A A S A 
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